
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告人の上告理由第一点ないし第三点について。

　民法一六二条にいう公然の占有とは、占有の存在を知るにつき利害関係を有する

者に対して、占有者が占有の事実をことさら隠蔽しないことをいうものと解すべき

ところ、訴外Ｄが国から本件土地の売渡を受けた昭和二二年一〇月二日頃以降一〇

年間、同人、ついで被上告人Ｂにおいて、本件土地を所有の意思をもつて公然に占

有を継続した旨の原審の認定判断は、挙示の証拠関係に照らして、正当として首肯

することができ、その認定判断の過程になんら所論の違法は認められない（論旨の

指摘する登記簿上の操作のための書類の作製が、前記Ｄにおいてその占有を秘匿す

るためにした行為と認められないことも、原判決の認定判示するところであつて、

この点に関しても、理由不備等の違法はない。）。それゆえ、論旨は採用すること

ができない。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。
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